
（１）「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」により届け出ている事項に変更

　 　があったとき。（加算等の単位数が変わるとき。）

　＜加算等を届け出た日と算定開始日＞ 

訪問・通所サービス、福祉用具貸与

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算

　＜加算の要件を満たさなくなった場合＞

事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、その旨を

速やかに届け出てください。

加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができません。

（２）事業の廃止又は休止をするとき及び再開をしたとき。

（３）申請者又は事業所の名称若しくは所在地に変更があったとき。

（４）代表者、管理者若しくは役員の住所又は氏名に変更があったとき。

（５）運営規程に掲げる利用定員、利用料及びその他費用等に変更が

 　　あったとき。

（６）介護支援専門員が必置とされる事業所において、介護支援専門員

     に異動があったとき。

（７）その他届出が必要な事項に変更があったとき。

変更予定日の１月前

（２）介護老人保健施設の管理者に変更があるとき。 変更予定日の１４日前

（３）介護老人保健施設の広告事項に変更があるとき。 変更予定日の１月前

　※各種届出の様式、添付書類等については、徳島県ホームページのサブサイト

　　　「介護保険についてのお知らせ」に掲載していますので、届出の際には

　　　必ずご確認ください。（https://www.pref.tokushima.lg.jp/kaigohoken/）

　●毎月１５日以前に届出　→　翌月から算定

　●毎月１６日以降に届出　→　翌々月から算定　 

事業を休止する場合 休止予定日の１月前

※届出が必要な事項

　●毎月１５日以前に届出　→　翌月から算定

　●毎月１６日以降に届出　→　翌々月から算定　 

訪問看護ステーション（緊急時訪問看護加算）

  ●届出が受理された日から算定 

短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、介護保険施設

（１）介護老人保健施設の開設許可事項に変更があるとき。
　   ①敷地面積、②建物構造、③施設の共用の場合の利用計画、
     ④運営規程（職種・員数・職務内容・入所定員の増加に関する部
     分に限る）、⑤協力病院、についての変更を申請するとき。

各種申請・届出の提出期限等について

事業を廃止する場合 廃止予定日の１月前

事業を再開する場合 再開後１０日以内

変更後１０日以内

※申請が必要な事項

　●届出が受理された日の翌月から算定

　　　（月の初日の場合は、その月から算定）
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チェックリスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

更新申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

付表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

法人登記事項証明書
（直近３ヶ月以内の証明要）

△ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 注１　注２

従業者の勤務体制及び
勤務形態一覧表

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

資格証の写し（免許証、
登録証、研修修了書等）

△ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注３

運営規程 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

誓約書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護支援専門員の氏名及
びその登録番号

〇 ○ ○ ○

平面図 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

利用者からの苦情を処理す
るために講ずる措置の概要

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

設備・備品等一覧表 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

協力医療機関（協力歯科医
療機関）との契約の内容

△ △ △ △ △ △ △

薬局の開設許可証の写

病院診療所の使用許可等
の写

△

介護老人保健施設又は介
護医療院の開設許可証の
写
受託居宅サービス事業者が
事業を行う事業所の名称並
びに当該事情書の名称等

△

福祉用具の保管および消毒
の方法（ほかに委託する場
合はその状況）

△

特別養護老人ホームの認可
証の写

△

併設する施設の概要 △ △ △

施設を共用する場合の利用
計画

△ △ △

施設の面積及び平面図並
びの敷地周囲の見取図（公
図）

△ △

注１　△については、届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です。
届出済みの内容が不明確な場合には必要書類一式を提出してください。
注２　▲については、個人の病院・診療所・薬局において行う場合は必要ありません。　
注３　▲については、通所介護の生活相談員が社会福祉事業に２年以上従事した者（社会福祉主事の資格を有する者を除く。）であるときは、その
資格を証する書面として、経歴書（参考様式２）を提出してください。

施設居宅サービス・介護予防サービス共通

△

△ △


